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3-3 バイオマス産業都市として達成すべき目標 
 本構想の計画期間終了時(平成 38 年度)に達成すべき目標について、下記のとおり設定する。なお本構

想は、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、中間評価結果に基づき、5 年後(平成 33 年度)に見直すことと

する。 
 

図表：達成すべき目標 
項目 現在 5 年後 10 年後 

竹バイオマス利用率(量) 1,000t(絶乾 t) 2,000t(絶乾 t) 4,000t(絶乾 t) 
関連産業の創出規模(CNF 利用企

業数) 
－ 5 社 10 社 
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第 4 章 事業化プロジェクトの内容 
 
4-1 竹の収集・加工システムの構築 
 現在、薩摩川内市における竹は本市及び周辺に立地するチップ工場に搬入後、チップに加工され、中

越パルプ工業(株)川内工場に搬送され、パルプ化の後、竹紙として生産されている。 
この流れに加え現在、国や産業界も注力しているセルロースナノファイバーの量産化に向け、2016 年

4月に中越パルプ(株)川内工場に第 1期商業プラント(生産能力約 100t/年)を建設することが決定しており、

今後はセルロースナノファイバーの市場拡大に応じて、順次設備を増設していく計画がある。 
 また、竹を利用した床材や建築資材などの需要も見込まれており、竹の利用出口は拡大しつつあるも

のの、放置竹林の拡大、林業の衰退、担い手不足などの問題もあり、現在の仕組みを改良し、さらに安

定的な竹収集・加工の仕組み作りが求められている。 
 そこで、中越パルプ工業(株)の既存の竹チップを収集・加工する仕組みを活用し、竹をカスケード利用

し、新たな産業を創出できるような効率的かつ安定的な竹収集・加工システムを構築することを目的に

本プロジェクトを推進する。 
 

プロジェクト概要 
竹の賦存量および、多様な用途と使用量を踏まえ、効率的かつ安定的な竹収集・加工システムを構築

する。 
現時点での状況 

【竹の収集・加工に係る現状】 
 竹の子生産に伴う整備の一環として、5 年目以上の親竹を中心に収集されている。 
 枝葉を除いた幹部のみ。長さは 2〜3m、末口直径 6cm 以上の規格 
 買取価格は 1kg あたり 7.7 円に加え、市の補助金 2 円で取引されている 
 各チップ工場で、製紙用規格でチップ化され、その後中越パルプ工業(株)に搬入されている。 
 現在、鹿児島大学により、薩摩川内市内の竹の賦存量調査を行ったところ、年間約 1 万 t(絶乾)

の竹賦存量があるとの結果が報告された。 
 
【用途利用・需要見込み】 
 竹の利用用途として、竹パルプ 100%製品および、既存パルプに竹パルプ 10%を混合した紙など

の製品を製造。 
 来年度から、年間 100t のセルロースナノファイバーが生産予定。それに必要な竹の量は 250t(絶

乾)となっている。今後セルロースナノファイバーの需要増に伴い、必要となる竹の利用量も増加

することが期待される。 
 現在、トラック床板や建築資材として竹の活用も期待されている。 
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プロジェクト概要 
地域資源である竹や遊休施設などを活用することにより、地域主体となるコミュニティビジネスを創出

する。 
現時点での状況 

【遊休施設の活用状況】 
本市では、特に小中学校の統廃合が進められている一方、その活用も進められている。 
例えば、甑島の浦内小学校では、蓄電池実証事業のフィールドとして、本土の寄田中学校では、スマー

トグリッド実証試験のフィールドとして活用されていることが挙げられる。 
現在その他の遊休施設は、庁内検討会において、その活用の検討が進められている。 
 
【コミュニティの活動状況】 
市内では、集落によるコミュニティ協議会が組織されており、それを中心とした活動が年々活発化しつ

つある。例えば、峰山地区では住民やボランティアの方々の手づくりによる道路を整備したほか，さつ

まいもの生産によるオリジナル焼酎「柳山高柳（やなぎやまこうりゅう）」の醸造・ 販売や，レストラ

ン「柳山」の運営など，自主財源の確保のための取組も行っている。また平成 28 年度においては、市

の事業を活用し、竹の収集・加工などによる地域活性化を目指したコミュニティ協議会なども出始めて

いる。 

課題 
 市内における竹の自生地は主に山間部にあり、伐採・収集に相当な労力を要するため、効率的な伐

採・収集が求められる。 
 平成 27 年 5 月時点で学校教育系施設の 14 施設が処分財産として検討されており、今後は閉校した

学校施設の利活用が求められる。 
平成 28 年度に具体化する取組 

 モデル地区を想定した竹栽培の可能性検討(廃校跡地や遊休農地の活用等) 
5 年以内に具体化する取組 

 モデル地区における地域資源活用型コミュニティビジネスの実践(遊休施設を中心とした竹収集体

制の構築) 
 休耕田などを活用した竹林整備 
 遊休施設を活用した加工施設(ペレット等)の整備 

10 年以内に具体化する取組 
 地域資源活用型コミュニティビジネスの展開 
 遊休施設などを活用した居住空間の整備(I ターン・U ターン人口の取り込み) 
 コミュニティにおける新たな移住者の受入体制の構築 
 I ターン・U ターン人口の取り込みによる新たな林業の担い手育成 
 コミュニティでの奨学金制度の導入検討 
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第 5 章 地域波及効果 
 
 本構想を推進することにより、下記の図表に示すような様々な地域波及効果が期待できる。 
 

図表：期待される地域波及効果(定量的効果) 
期待される効果 効果 備考 

放置竹林減少率 20%減 10 年後 
閉校した学校施設の利活用 3 校 10 年後 
竹活用によるコミュニティビジネスの創出 5 件 10 年後 
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第 6 章 実施体制 
 
6-1 構想の推進体制 
本構想の推進にあたっては何よりも自発的・主体的な役割を担う組織が必要である。 
「薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会」（※平成 28 年 6 月 27 日現在で国を含む 74 の企業・団体

等が参画）は、市内はもとより、市外も含めた広域的な産学官金連携による基盤組織であり、既に協議

会内の分科会において個別具体的なプロジェクトの創出・誘発を目指す検討・取組を進めている。 
上記協議会の取組の円滑化・加速化を図るために、本市では、所管課（企画政策部新エネルギー対策

課）だけではなく、農政や林務、環境等のバイオマス関係課のほか、企画や財政等の所管課長からなる

「新エネルギー対策プロジェクトチーム」を設置し、庁内横断的な連携・協調体制を設けている。 
また、早期の計画の具体化、事業化を図るために市内企業間の交流や情報交換、提携等を図ることを

目的とした市内異業種企業の連合体である「薩摩川内市企業連携協議会」（※平成 28 年 6 月 27 日現在で

135 の企業・団体等が参画）や技術的・専門的な知見やノウハウ、ネットワーク等を補完するために本市

が委嘱した「薩摩川内市竹バイオマス産業都市アドバイザー」等との連携・協調により、本構想を着実

かつ円滑に推進する体制を設けている。 
 

図表：構想の推進体制 
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第 7章 フォローアップの方法 

 
7-1 評価・検証の方法 
本構想の評価・検証は、本市が第 2 次総合計画基本計画に位置づけた事務事業評価手法等を用いなが

ら市内部における結果検証とともに、専門的知見を有する外部委員による検証評価委員会において、総

合戦略そのものの見直しを含めた PDCA サイクルの運用を図る。 
具体的には、現在の行政評価の仕組みを活用した事業担当者による「自己評価」、市民等へのアンケー

ト・インタビューによる「受益者評価」、そして評価委員会の設置による「専門家等評価」の 3 方からの

体制により、毎年度評価・検証を行い、その結果については、本市のホームページで公表する。 
また、事業の進捗や成果等については、市議会に設置されている「次世代エネルギー対策調査特別委

員会」においても適宜報告することとしており、市議会においてもその検証が行われることとなる。 
 

図表：検証スキーム 

 
 

7-2 評価・検証の実施スケジュールについて 
本構想の取組・事業については、平成 26 年 11 月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」を受けて

策定した地方版総合戦略に明確に位置付けており、その評価・検証については「薩摩川内市総合戦略評

価委員会」において定期的（年間 2～3 回を予定）に行う。 
 
 

図表：検証スケジュール 
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第 8 章 他の地域計画との有機的連携 
 
本構想は、「第 2 次薩摩川内市総合計画」（平成 26 年度策定）の基本理念、施策体系等を踏まえながら、

「第 2 次薩摩川内市農業・農村振興基本計画」（平成 25 年度策定）等の既存の地域計画、そして、今後

策定予定の「（仮）薩摩川内市バイオマス活用推進計画」等との整合を図り、これらと連動しながら進め

ていくものとしている。 
また、本市のみならず、地域にとっての喫緊の課題である雇用創出や産業振興を目的に策定・推進し

ている「薩摩川内市総合戦略」（平成 27 年度策定）及びその前身の「薩摩川内市地域成長戦略」（平成 24
年度策定）において成長戦略分野として挙げている次世代エネルギー分野の具体的な取組の方向性を示

した「薩摩川内市次世代エネルギービジョン」及び「行動計画」（平成 24 年度策定）が掲げる 10 のテー

マのうち、「市内資源を活用した地域型産業の振興」【テーマ 6】及び「本市農林水産力の向上」【テーマ

7】とは特に密接な関わりを有しており、これらの関連施策との連携・協調を図りながら本構想の推進・

実現に努めることとしている。 
 
 

図表：他の地域計画との関係と目指す方向性 
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